
会津若松市告示第５１号

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第６条第１項及び会津若松市廃

棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和 53年条例第７号）第２条の規定並びに、会津若松市一般

廃棄物処理基本計画に基づき、令和８年度の一般廃棄物処理計画を次のように定める。

令和８年４月１日　　　　　　　　　　　　　

会津若松市長　　室井　照平　　　　　

令和８年度会津若松市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画

１　計画策定の趣旨

　　本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条

第１項に基づき策定した「会津若松市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画(以下、「基本

計画」という。）」（本市では生活排水処理基本計画を別に定める。）の目標を達成す

るため、ごみの減量化・リサイクルの推進、ごみ・し尿の適正処理体制の確保など、令

和８年度において必要な施策を定めるものである。

２　計画区域

　会津若松市全域とする。令和８年度における、人口・世帯数等の見込みは以下の通り

である。（人口、世帯数は令和８年３月１日現在の現住人口、世帯数としている。）

　　　◆　面積、人口、世帯数（見込み）

区　　　分 全域（計画処理区域） 人口内訳

面　　　積 382.99㎢

人　　　口 108,652人

ごみ 108,652人

し尿
水洗化       101,570 人

非水洗化         7,082 人

世　帯　数 48,951世帯

３　計画期間

　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

４　廃棄物の区分と種類

　　本計画において本市が処理する廃棄物は、市内で発生する一般廃棄物（し尿及び浄化

槽汚泥を含む。）とする。ただし、本計画で定める「市で処理できないごみ」を除く。
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５　一般廃棄物の排出見込量

　　本市で発生する一般廃棄物の排出見込量は、以下のとおり。

(1)　ごみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：トン）

区分 家庭系 事業系 計

‍‍燃やせるごみ 19,058 10,813 29,871

‍‍燃やせないごみ 1,594 18 1,612

‍‍資源ごみ 6,398 6,793 13,191

‍‍粗大ごみ（可燃） 112 0 112

‍‍粗大ごみ（不燃） 112 0 112

‍‍計 27,274 17,624 44,898

(2)　し尿及び浄化槽汚泥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：トン）　

処理計画量
処理計画量内訳

委託業者 許可業者

し尿 10,069 8,374 1,695

浄化槽汚泥 21,073 0 21,073

６　一般廃棄物の処理主体

収集運搬 中間処理 最終処分
（再資源化先）

燃やせるごみ 市（委託）、排出者
又は許可業者

会津若松地方広域
市町村圏整備組合

会津若松地方広域
市町村圏整備組合

燃やせないごみ 市（委託）、排出者
又は許可業者

会津若松地方広域
市町村圏整備組合

会津若松地方広域
市町村圏整備組合

資源ごみ 市（委託）、排出者
又は許可業者

会津若松地方広域
市町村圏整備組合

（公益財団法人日本容器包装
リサイクル協会又は会津若松

再生資源協同組合）

し尿 市（委託）、又は
許可業者

会津若松地方広域
市町村圏整備組合

会津若松地方広域
市町村圏整備組合

浄化槽汚泥 許可業者 会津若松地方広域
市町村圏整備組合

会津若松地方広域
市町村圏整備組合

７　一般廃棄物の処理計画

　(1)　収集運搬計画

　　 ①　ごみの収集運搬・排出方法
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　次の分別区分のとおり分別し、ステーション回収の区分は収集日当日の朝8時30

分までに指定の場所に出す。

※　災害等の緊急時には、別に定める災害廃棄物処理計画又は一般廃棄物処理事業継続計画に基

づき処理する。
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分別区分
収集区域 収集頻度 収集車両 排出方法 収集方法

９種

①　燃やせるごみ 全区域 週２回 パッカー

②　燃やせないごみ

旧会津若松市

ダンプ

③スチール缶
旧会津若松市

トラック
④アルミ缶

河東町

⑧ペットボトル

旧会津若松市

パッカー

　全区域 週１回
⑩プラスチック製品

⑪新聞紙 旧会津若松市 週１回

トラック

⑫雑誌・雑がみ

⑬ダンボール
河東町

⑭紙パック

　⑮古布

河東町

開庁日 拠点回収

全区域 週１回 トラック 戸別回収

20分別
指定ごみ袋に入れて
出す（最大40ℓ）
※袋に入らないもの
は共通ごみ処理券を
貼って出す

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
回
収

毎月1・3・5・6週 指定ごみ袋に入れて
出す（最大40ℓ）
※袋に入らないもの
は共通ごみ処理券を
貼って出す

北会津町
真宮新町
河東町

毎月2・4週

③
か
ん
類

毎月1・3・5・6週

回収容器に直接入れ
る

北会津町
真宮新町
河東町

毎月2・4週

④
び
ん
類

　⑤無色びん
　⑥茶色びん
　⑦その他のびん

旧会津若松市
北会津町
真宮新町

毎月2・4週

毎月3・5週
⑤
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

毎月1・3・5・6週
北会津町
真宮新町
河東町

毎月2・4週

⑨プラスチック製
　容器包装

透明または半透明の
袋に入れて出す（最
大45ℓ、レジ袋可）

⑥
古
紙
類

ひもで縛って出す
※雑誌・雑がみは、
ひもで縛るか、紙袋
に入れて出す

北会津町
真宮新町 毎月2・4週

毎月1・3・5・6週

⑦古布
類

旧会津若松市
北会津町
真宮新町

毎月2・4週
中身がはっきりと確
認できる透明の袋に
入れて出す（最大
45ℓ）毎月3・5週

⑧その
他資源
ごみ

　⑯蓄電池類
　⑰蓄電池を使用
　　した製品
　⑱乾電池類
　⑲水銀使用製品

　市の11施設

電池を使い切り、絶
縁処理をして出す
※水銀使用製品は箱
に入れるか透明また
は半透明の袋に入れ
て出す

⑨粗大
ごみ

　⑳粗大ごみ・
　　リサイクル品

粗大ごみ処理券を
貼って出す
※申込制、1回の収集
につき3点まで



　 ②　収集しないごみ

項　目 具体例 処理方法

処理

できない物

薬品など危険を伴うもの、及

び処理施設で処理できないも

の

車・バイクのタイヤ（ホ

イ ー ル の 有 無 を 問 わ な

い）、ポータブル電源、車

やバイクのバッテリー、薬

品、スプリング入りマット

レス、ボウリングの玉、耐

火金庫、農機具、農薬、農

廃ビニール、漬物石、コン

クリートブロック、コンク

リート製物干し台、消火

器、井戸用ポンプ、ホーム

タンク、機械油、外壁材、

タイル、断熱材等

販売店に引き取ってもらう、又は、市の

収集・運搬、若しくは、処分に係る業の

許可を有する事業者に処理を依頼する。

家電リサイクル

法の対象

となるもの

エアコン

テレビ

冷蔵庫・冷凍庫

洗濯機・衣類乾燥機

家電小売店又は市の許可を得た収集運搬

業者に依頼する。

又は、予め家電リサイクル券を購入の

上、市内指定引取場所（会津丸三、釜

屋）への持ち込みにより依頼する。

資源有効利用促

進法の対象とな

るもの

デスクトップ本体、ディスプ

レイ（ブラウン管式又は液晶

式）、ノートブックパソコン

パソコンメーカーに依頼する。

オートバイ オートバイ 廃棄二輪車取扱店に持ち込む。

在宅医療廃棄物の

うち、鋭利なもの

医療用注射針、点滴針、ペン

型自己注射針など
直接医療機関に持ち込む。

一時多量ごみ
引っ越しなどにより、一度に

多量に出るごみ。

自分で処理場に持ち込むか、又は、市の

許可を得た収集運搬業者に依頼する。

事業系ごみ

商店、事務所、飲食店、農業

などの事業活動に伴って出る

ごみ

自分で処理場に持ち込むか、又は、市の

許可を得た収集運搬業者に依頼する。

消火器 消火器
リサイクル窓口（消火器販売店）に持ち

込む

　  　　※　川ざらい土砂

　　　   地区の一斉清掃により排出された川ざらい土砂を一般廃棄物として適正に処理する。

1.川ざらい土砂を土砂ピットに搬入し、水切りのため一定期間保管する。

2.川ざらい土砂に混入しているごみ等や土のう袋を取り除く「ふるい分け」を実施す

る。

3.ふるい分けした土砂を段階的に最終処分場へ搬入し処分する。
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　　③　し尿及び浄化槽汚泥の収集 

区　分 収集形態 収集方法

し尿

北会津町、真宮

新町、河東町を

除く地域

委託業者による

収集
定時収集及び申込による随時収集

北会津町、真宮

新町、河東町

許可業者による

収集
申込による随時収集

浄化槽汚泥 許可業者による収集 申込による随時収集

　　　※　委託業者による収集については、別に定める収集区域ごとに実施する。
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　(2)　中間処理及び最終処分

　　①　ごみの適正処理

収集したごみや資源物は、次のように適正処理、処分します。

　　　＜ごみの種類＞　　　　 　＜中間処理＞　　　　　＜最終処分・リサイクル＞
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　　②　処理施設

施設名称 形式・処理能力等 処理主体

ごみ焼却処理施設
全連続燃焼式機械炉

196トン／24時間（98トン／24時間×2炉）

ごみ破砕処理施設
圧縮・剪断・衝撃破砕方式

50トン／　5時間（10トン／時間）

リサイクル

センター

びん保管施設
３種類を保管（無色、茶、その他）

保管可能量　ガラスびん43㎥×3

ペットボトル

圧縮保管施設

保管可能量　ペットボトル71㎥

ペットボトル減容機　2.0トン／5時間×１基

プラスチック

圧縮保管施設

保管可能量　受入ヤード　906㎥

　　　　　　成品ヤード　136㎥

13.6トン／　5時間×1基

有機性廃棄物

リサイクル推進施設

（し尿処理施設）

浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式
211㎘／日

最終処分場 埋立容量　152,000㎥（沼平第３処分場）

会津若松地方
広域市町村圏
整備組合

小動物焼却炉
移動式小動物焼却炉

焼却能力　50kg／時間
会津若松市

　(3)　一般廃棄物収集運搬許可業者

　　①　ごみ

　　　ア　一般廃棄物（生活系・事業系）・特定家庭用機器再商品化法対象物

名　　　称 所　　在　　地

株式会社ジー・エス・ピー 会津若松市神指町東城戸２１６番地

株式会社佐藤総業 会津若松市一箕町大字八幡字柏木１３番地の２

松浦商事株式会社 会津若松市神指町大字南四合字幕内西３５１番地の２

会津清掃有限会社 会津若松市日新町３番５４号

第一清掃有限会社 会津若松市高野町大字中沼字沼木５６番地

株式会社河東クリーン 会津若松市河東町広田字横堀２０８番地

河東ダスト 会津若松市河東町金田字藤倉新田６６番地
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　　　　イ　一般廃棄物（生活系）・特定家庭用機器再商品化法対象物

名　　　称 所　　在　　地

有限会社若松環境衛生センター 会津若松市門田町工業団地３２番地

株式会社あいづダストセンター 会津若松市神指町大字南四合字才ノ神４６１番地

有限会社会津中央商事 会津若松市神指町西城戸９９番地

有限会社クリーン会津 会津若松市北会津町中里２４番地

有限会社グリンアース 会津若松市北会津町石原４０６番地

あいづ環境サポート株式会社 会津若松市神指町大字南四合字才ノ神３２５番地１

　　　　ウ　一般廃棄物（※事業系）・特定家庭用機器再商品化法対象物

名　　　称 所　　在　　地

※荒川産業株式会社 喜多方市字屋敷免３９６０番地

　　　　エ　一般廃棄物（事業系）

名　　　称 所　　在　　地

※1有限会社東北環境エンジニア 河沼郡会津坂下町大字金上字的場３７番地

会津若松市一般廃棄物協業組合 会津若松市神指町大字南四合字才ノ神４６１番地

※2グリーンリサイクル株式会社 宮城県富谷市成田九丁目３番地５

　　　※1については、収集区域を定めての許可である。

　　※2については、収集品目を定めての許可である。

　　 オ　特定家庭用機器再商品化法対象物

名　　　称 所　　在　　地

有限会社喜多方綜合衛生センター 喜多方市豊川町米室字二条川原１８６２番地の９２

有限会社昭和衛生 喜多方市豊川町米室字志津５５１２番地３

有限会社塚原商運 喜多方市塩川町天沼字第六３８番地

有限会社クリーンセンター遠藤 耶麻郡猪苗代町大字三郷字大水沢前１２９４番地

有限会社三交産業 耶麻郡猪苗代町字二丁田１番地

有限会社新田興業 耶麻郡猪苗代町大字磐里字百目貫７４２番地

有限会社北塩原衛生センター 耶麻郡北塩原村大字大塩字大塩４３６７番地

株式会社野沢商事 耶麻郡西会津町野沢字上條道西甲１３２番地２

湯川クリーン 河沼郡湯川村大字熊ノ目字居花１３９６番地

会津美里町一般廃棄物協業組合 大沼郡会津美里町勝原字竹原４５５番地１

有限会社奥川商会 耶麻郡西会津町奥川大字飯沢字上ノ窪１７８５
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　　②　し尿

　　ア　北会津町、真宮新町

名　　　称 所　　在　　地

北会津清掃有限会社 会津若松市北会津町下荒井１１８番地

株式会社ニヘイ 会津若松市日新町３番５４号

　　イ　河東町

名　　　称 所　　在　　地

有限会社タケダ綜合衛生センター 会津若松市河東町大田原字村中２１６番地

ホクエイ興業 会津若松市河東町東長原字空也原６０番地

　　③　浄化槽汚泥

　　ア　北会津町、真宮新町、河東町を除く地域

名　　　称 所　　在　　地

会津清掃有限会社 会津若松市日新町３番５４号

第一清掃有限会社 会津若松市高野町大字中沼字沼木５６番地

　　　イ　北会津町、真宮新町

名　　　称 所　　在　　地

北会津清掃有限会社 会津若松市北会津町下荒井１１８番地

株式会社ニヘイ 会津若松市日新町３番５４号

　　　ウ　河東町

名　　　称 所　　在　　地

有限会社タケダ綜合衛生センター 会津若松市河東町大田原字村中２１６番地

ホクエイ興業 会津若松市河東町東長原字空也原６０番地

　(4)　一般廃棄物処分許可業者（処分品目を定めての許可）

名　　　称 所　　在　　地　（本社）

荒川産業株式会社
会津若松市門田町大字一ノ堰字村西６８６番地の１

３（喜多方市字屋敷免３９６０番地）

株式会社佐藤総業
会津若松市湊町大字赤井字糠塚７番地

（会津若松市一箕町大字八幡字柏木１３番地２）

有限会社吉田骨材店
会津若松市北会津町上米塚字村東１３１４

（会津若松市材木町一丁目５番３３号）

松浦商事株式会社 会津若松市神指町大字南四合字幕内西３５１番地２
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(5)　浄化槽清掃許可業者

　　①　北会津町、真宮新町、河東町を除く地域

名　　　称 所　　在　　地

会津清掃有限会社 会津若松市日新町３番５４号

第一清掃有限会社 会津若松市高野町大字中沼字沼木５６番地

　　　②　北会津町、真宮新町

名　　　称 所　　在　　地

北会津清掃有限会社 会津若松市北会津町下荒井１１８番地

株式会社ニヘイ 会津若松市日新町３番５４号

　　　③　河東町

名　　　称 所　　在　　地

有限会社タケダ綜合衛生センター 会津若松市河東町大田原字村中２１６番地

ホクエイ興業 会津若松市河東町東長原字空也原６０番地

　(6)　収集運搬（器材）

市直営 市委託
許可業者（共用含む）

市　内 市　外

パッカー車 1 37 85 0

ダンプ 3 9 39 6

コンテナ車 0 0 29 7

キャブオーバー 1 29 38 8

貨物バン 0 0 3 1

バキューム車 0 6 27 0

小動物焼却車 1 0 0 0

計 6 81 221 22
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８　ごみ減量とリサイクル推進の施策

(1)　ごみ処理手数料制度の周知啓発と体制整備

項　　目 内　　　　容 行動目標

ごみ処理手数料

制度

〇令和８年４月からのごみ処理手数料制

度の周知啓発を行う。

〇ごみ処理手数料制度に伴う取扱店等の

体制を整備する。

【周知啓発】
◇ごみ処理手数料制度の目的や必

要性、具体的なごみ排出方法な
どを理解いただくため、有料化
ガイドブックやごみカレン
ダー、家庭用ポスター等を必要
に応じて市民に配布する。

◇町内会や市民団体、グループな
どの求めに応じて出前講座を実
施し、ごみ処理手数料制度の必
要性や目的、排出方法等を説明
していく。

【体制整備】
◇市民が指定ごみ袋・ごみ処理券

を多くの取扱店で購入すること
ができるようにするため、指定
ごみ袋・ごみ処理券の取扱店を
随時募集する。

◇減免用指定ごみ袋引換券を作
成・送付する。
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(2)　２Ｒの推進

　　①　リデュースの推進

項　　目 内　　　　容 行動目標

生ごみ減量化

〇３キリ運動（食材の「使いきり」「食

べきり」及び生ごみの「水きり」）、

生ごみ処理容器キエーロ（春夏秋）に

よる消滅化、コンポスト（通年）によ

る堆肥化により、生ごみの減量化を図

る。

◇広報周知
・市政だより、ごみ情報紙「へら

すべぇ」、ＦＭあいづ、イン
ターネット媒体（市ＨＰ、ＳＮ
Ｓ等）を効果的に活用した広報
を行う。

◇キエーロ出前講座、キエーロ学
習会を開催する。環境フェス
ティバルの機会を活用し、キ
エーロの展示・ＰＲを行う。

◇3010運動や食べ残しの持ち帰り
の周知啓発を行う。

〇生ごみ処理器等の購入費を補助する。

・家庭用生ごみ処理機　

　　補助限度額 20,000円

　（補助率1/2以内）

・家庭用生ごみ処理容器

　　〔通常枠〕

　　補助限度額  20,000円

　　（補助率1/2以内）

　　〔子育て世帯支援枠〕

　　補助限度額　24,000円

　　（補助率2/3以内）

・家庭用堆肥枠

　　〔通常枠〕

　　補助限度額  3,000円

　　（補助率1/2以内）

　　〔子育て世帯支援枠〕

　　補助限度額　4,000円

　　（補助率2/3以内）

◇〔通常枠〕補助件数
　①家庭用生ごみ処理機

71基
　②家庭用生ごみ処理容器

54基
　③家庭用堆肥枠

2基

◇〔子育て世帯支援枠〕補助件数
　①家庭用生ごみ処理容器

21基
　②家庭用堆肥枠

2基

容器包装廃棄物

削減の推進

〇レジ袋の辞退や包装の簡易化を啓発す

ることで、容器包装廃棄物の削減を図

る。また、詰め替え製品など、繰り返

し使える商品の購入を推進する。

◇広報周知
　市政だより、ごみ情報紙「へら

すべぇ」、ＦＭあいづ、イン
ターネット媒体（市ＨＰ、ＳＮ
Ｓ等）を効果的に活用した広報
を行う。
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項　　目 内　　　　容 行動目標

事業系ごみの削

減

〇事業者に対し、ごみの減量及び適正処

理に係る啓発・指導を行う。

◇ごみ・資源物排出カレンダーへ
の事業系ごみ適正排出記事掲
載、事業者向け講演会、事業所
訪問指導、環境センターと連携
した搬入検査を行う。

◇事業系ごみ対策先進自治体の条
例、規則、要綱等を調査し、事
業者責任や搬入基準、調査・指
導の権限について、調査研究を
行う。

◇事業系一般廃棄物収集運搬許可
業者や環境センターへの調査を
踏まえ、排出事業者へ適正排出
啓発や訪問指導を行う。

庁舎ごみの削減
〇ペーパレス化をはじめ、庁舎ごみの減

量化に努める。　

◇広報周知

　庁内掲示板の活用により周知を
図る。

　

　②　リユースの推進

項　　目 内　　　　容 行動目標

リサイクルコー

ナーの利用促進

〇市の運営するリサイクルコーナーにつ

いて、リサイクル品の戸別収集を継続

するとともに市ＨＰで提供品の最新情

報を発信していく。

◇リサイクル提供品の情報提供

：市ＨＰで随時更新

リユースイベン

トの開催・支援

〇衣類や図書等を無償提供するイベント

を開催し、リユース意識の普及促進を

図る。

○リユースに取り組む市民団体等を支援

する。

◇環境フェスタの機会を活用し、

まだ使用できるリユース品を提

供する。

◇広報周知

　市民団体等が主催するリユース

イベントについて、市政だより

や市ＨＰ、ごみ情報紙「へらす

べぇ」等に掲載し開催を支援す

る。
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項　　目 内　　　　容 行動目標

リユースに関す

る情報発信

〇まだ使える不要品は、リユースショッ

プやフリマアプリなどを活用して売却

する、または家族・友人などに譲り渡

すなど家庭でのリユースの意識向上に

取り組む。

◇広報周知

市政だより、ごみ情報紙「へら
すべぇ」、ＦＭあいづ、イン
ターネット媒体（市ＨＰ、ＳＮ
Ｓ等）を効果的に活用した広報
を行う。

◇リユースプラットホーム「おい
くら」を活用したリユース活動
の促進を図る。

庁内リユースの

促進

〇庁内において不要になった備品・消耗

品等の譲り合いを行う。

◇広報周知

庁内掲示板の活用により周知を

図る。

　(3)　リサイクルの推進

項　　目 内　　　　容 行動目標

分別排出の徹底

〇分別方法や排出日について、より分か

りやすく周知することにより、リサイ

クルを推進する。

○「古紙」「プラスチック製容器包装・
プラスチック製品」「古着・古布」の
分別を徹底し、燃やせるごみの減量化
に取り組む。

※不適切な排出があったときは、「収集
できない旨」の張り紙を貼り、一定期
間収集せずに周知して理解を促進す
る。

◇生活系及び事業系燃やせるごみ
の組成分析を実施し、本市の燃
やせるごみの実態を把握する。

◇広報周知
市政だより、ごみ情報紙「へら
すべぇ」、ごみ・資源物排出カ
レンダー、ＦＭあいづ、イン
ターネット媒体（市ＨＰ、ＳＮ
Ｓ、ＷＥＢ版ごみカレンダー
等）を効果的に活用し広報を行
う。

◇家庭から排出される古着・古布
のステーション回収を開始す
る。

◇「燃やせないごみ」として収集
していた使用済小型家電と、市
が収集していない一部のパソコ
ン類の認定事業者による常時回
収ついて、市による広報を継続
する。　　
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項　　目 内　　　　容 行動目標

集団資源物回収

の推進

〇資源の有効活用とリサイクル促進のた

め、町内会や子ども会などの資源物回

収団体及び回収業者を支援する。

　○資源物回収奨励金　　 ３円/㎏　 
　○資源物回収特別奨励金 １円/㎏
　○資源物保管庫設置補助金
　　　補助限度額 100,000円
　　　補助率　　 1/2以内

◇広報周知
市政だより、ごみ情報紙「へら
すべぇ」、ＦＭあいづ、イン
ターネット媒体（市ＨＰ、ＳＮ
Ｓ等）を効果的に活用し広報を
行う。

庁内古紙のリサ

イクル

○庁内古紙類の分別を徹底し、リサイク

ルを促進させる。（シュレッダー古紙

のリサイクル）

◇広報周知

庁内掲示板の活用により周知を

図る。

情報発信の強化

○リサイクルされた資源の活用状況や優

良事業所の事例等、リサイクルに関す

る情報を発信し、市民・事業者の意識

向上を図る。

◇広報周知

市政だより、ごみ情報紙「へら
すべぇ」、ＦＭあいづ、イン
ターネット媒体（市ＨＰ、ＳＮ
Ｓ等）を効果的に活用し広報を
行う。

　

(4)　相互理解の推進

項　　目 内　　　　容 行動目標

ごみの見える化

の推進

○ごみに関する情報を見える化し、市民

にごみの現状を広く周知するために、

ごみ情報紙「へらすべぇ」を発行する

◇ごみ情報紙「へらすべぇ」の発
行
年４回（６、９、12、３月）
全戸配布

環境イベント
○環境イベントにおいてごみ減量化の意

識付けを行う。

◇環境フェスタで、衣類や図書等

のリユースやキエーロ等のＰＲ

を行う。

ごみ減量化・リ

サイクル推進に

関する情報発信

○職員、市民、事業者が環境やごみ減量

化に対する知見を深めるよう、広報

誌、チラシ、ウェブサイトなどを用い

て情報発信を行う。

◇広報周知

市政だより、ごみ情報紙「へら
すべぇ」、ＦＭあいづ等の他、
インターネット媒体（市ＨＰ、
ＳＮＳ等）を効果的に活用した
広報を行う。

○ごみの排出量や原価など公開データ

は、可能な限りオープンデータとして

公開する。

◇オープンデータの公開：適宜
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項　　目 内　　　　容 行動目標

市民・事業者と

の対話の場の創

出

○出前講座やイベントなど市民や事業者

が気軽に参加できる「対話・意見交

換」の場をつくり、市民・事業者とと

もにごみ減量化について考えていく。

◇広報周知・出前講座開催
◇施設見学会（団体対象）
◇「ごみ収集車を追いかけよう！

（小学生対象）」 を開催す
る。

◇エシカル料理教室を開催する。
◇排出事業者の団体や、一般廃棄

物の収集運搬並びに処理の許可
事業者との意見交換を行う。

＜再掲載＞
◇町内会や市民団体、グループな

どの求めに応じて出前講座を実
施し、家庭ごみ処理有料化の必
要性や目的、排出方法等を説明
していく。
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